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造
成
工
事
で
、
当
初
予
定
し
て
い
た
掘
削
深
度
よ
り
も
深
い

位
置
で
湧
水
が
確
認
さ
れ
た
た
め
、
想
定
し
て
い
る
地
盤
支
持

力
が
得
ら
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
工
法
変

更
す
る
も
の
で
す
。

進む造成工事（榛東中学校グラウンド東側）

第４回
定例会
期間

11月30日

～

12月８日

一般質問
6人登壇

議案等
19件
全て可決
Ｐ９審議結果
をご覧ください。

P11村政を問う
をご覧ください。

契約
変更

工事の名称
令和 3年度（繰越）榛東村防災中枢機能
施設整備事業敷地造成工事

契 約 金 額
変更前

160,490,000円 ➡ 変更後
170,324,000 円

契約の相手方
北群馬郡榛東村大字新井 1488 番地６
岩崎建設株式会社
代表取締役　岩崎　良治

地方消費税交付金
3000万円

前年度決算額及びこ
れまでの交付状況か
らの見込み

昨年度までの住宅新
築資金特別会計の貸
付金の返済

貸付金元利収入
437万6 千円

単価の改定や保育園
等を利用する園児数
の増加などにより
国、県の負担金増額

児童福祉費負担金
国 656万1 千円
県 183万2 千円

広域組合各施設における電
気料等の増や、前年度実績

渋川地区広域市町村
圏振興整備組合負担金

1311万2 千円

保育園、こども園に
対しての負担金単価
の改定や利用人数の
増など

児童保育費
1801万4 千円

前橋線と箕郷渋川駅
線にかかるバスの運
行負担金の減

公共交通対策費
503万6 千円

令和７年度までに国が定めた仕様に基づ
く新システムに移行する必要となり、そ
のタイミングでオンライン化をするため
今年度実施しない

行政手続オンライン化のための
電算システム等整備費

1980万円

エネルギー価格高騰のため

村内各施設の電気料
972万3 千円

冷暖房用燃料費
140万円

村民税
固定資産税
軽自動車税

たばこ税
979万円

収入

支出
支
出 支

出
支
出

支出

収
入

収
入

収入

増増

増増

増増

増増

増増

減減 減減 増増

増増

令和４年　定例会

湧
水
の
た
め
工
法
変
更
し
増
額

工
事
請
負
変
更
契
約

《
全
員
賛
成
で
可
決
》

令
和
４
年
度

　
　
一
般
会
計

�

（
第
10
号
）

エ
ネ
ル
ギ
ー

　
価
格
高
騰
な
ど
で

�

増
額
補
正

3162万1千円

増 額

　
主
な
内
容
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
高
騰
に
よ
り
、

村
の
各
施
設
電
気
料
や
燃
料
費
の
増
額
、
議
会
議

員
、
常
勤
特
別
職
、
村
職
員
の
人
事
院
勧
告
に
基
づ

く
給
与
費
等
の
増
額
、
渋
川
地
区
広
域
市
町
村
圏

振
興
整
備
組
合
の
村
の
負
担
金
の
増
減
な
ど
で
す
。

補正
予算

《
全
員
賛
成
で
可
決
》

防災中枢機能施設の
� 造成工事約１千万円増額

工期は変更せず
令和５年３月15日までの予定です。

補正予算の
　　主な内容
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陳情

期
末
手
当
を
0.1
月
分
増
額

《
い
ず
れ
も
可
決
》

　

人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
、
国
家
公
務
員
の
期
末
手
当
の
支
給
月
数
が
改
定
さ

れ
た
こ
と
に
準
じ
、
議
員
、
村
長
な
ど
の
特
別
職
の
期
末
手
当
や
職
員
の
勤
勉

手
当
を
増
額
す
る
条
例
改
正
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

条例
改正

議会議員、村長等の特別職の職員の期末手当の改正

６月期 12月期 合計

令和４年度
⬇
改正後

（令和５年度以降）

2.15 月

⬇
2.20 月

2.25 月
（現行 2.15 月）

⬇
2.20 月

4.40 月
（現行 4.30 月）
⬇
4.40 月

一般職員の期末・勤勉手当の改正

６月期 12月期
合計

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

令和４年度
⬇
改正後

（令和５年度以降）

1.20 月

⬇
1.20 月

0.95 月

⬇
1.00 月

1.20 月

⬇
1.20 月

1.05 月
（現行 0.95 月）
⬇
1.00 月

4.40 月
（現行 4.30 月）
⬇
4.40 月

榛
東
村
議
会
の
個
人
情
報
の

�

保
護
に
関
す
る
条
例
の
制
定

《
全
員
賛
成
で
可
決
》

発委
　
　
　
　
　
　
　

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
伴
い
、
議
会
に

お
い
て
も
、
個
人
情
報
の
適
切
な
取
扱
い
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と

か
ら
、
個
人
情
報
保
護
法
の
改
正
規
定
の
施
行
日
で
あ
る
令
和
５
年
４
月
１
日

ま
で
に
、
議
会
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
の
取
扱
い
に
つ
い
て
定
め
る
た
め
。

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
　
南
　
　
千
晴

提 

出 

者

提
案
理
由

議会も個人情報保護の取扱いを適切に（本会議場）

陳情者 件名 委員会審査報告 本会議
賛否

群馬県医療労働組合
連合会
執行委員長
出浦　匠人　氏

安全・安心の医療・介護
実現のため人員増と処遇
改善を求める陳情書

村の権限に属する事項でな
いため全会一致で不採択

賛成０反対９

不採択

昨年の0.15月分減額は
こちらをご覧ください。

榛東村議会の個人
情報の保護に関す
る条例をご覧くだ
さい。


